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集落営農法人就業者が農閑期に所得を確保する手法の検証  
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背  景  

 本 県 の 集 落 営 農 法 人 （ 以 下 、 法 人 ） は 、 主 に 水 稲 作 主 体 の た め 季 節

に よ る 労 働 時 間 の 偏 在 が 顕 著 で 、 周 年 雇 用 の 創 出 や 人 件 費 の 確 保 に 苦

慮 し て い る 。  

 

目  的  

 農 閑 期 ( 1 2～ 2 月 頃 を 想 定 )を 活 用 し て 法 人 の 周 年 雇 用 創 出 と 法 人

就 業 者 （ 以 下 、 就 業 者 ） の 所 得 向 上 を 実 現 す る 取 組 手 法 （ 以 下 、 農 閑

期 の 所 得 確 保 ） に つ い て 検 討 し た 。  

 

具体的な 成果  

１  農 閑 期 の 所 得 確 保 に 対 す る ニ ー ズ  

農 閑 期 の 所 得 確 保 に 対 す る ニ ー ズ は 、 雇 用 を 導 入 予 定 の

法 人 で は 高 い が 、 既 に 雇 用 導 入 済 の 法 人 は 低 い （ 表 １ ） 。  

  就 業 者 は 「 作 業 受 託 」 で 「 年 間 2 0 万 円 程 度 の 収 入 」 が 得

ら れ る 取 組 を 求 め て い る （ 図 １ 、 ２ ） 。 副 業 で も 農 作 業 に

類 す る 仕 事 を 求 め る 者 が 多 い と 推 測 で き る 。  

 

２  農 閑 期 の 所 得 確 保 の 取 組 方 法  

  法 人 の 状 況 と 地 域 条 件 に よ り 、 農 閑 期 の 所 得 確 保 の 取 組 方 法 と し

て 提 案 で き る も の を 図 ３ の よ う に 整 理 し た 。  

 

 (1)  就 業 者 の 副 業 自 営 農 業  

   農 閑 期 で も 農 業 が 行 え る 地 域 で は 、 就 業 者 が 就 業 時 間 以 外 を 利  

  用 し て 自 営 農 業 を 行 う こ と で 所 得 を 確 保 で き る 。 就 業 者 が 自 営 部  

  門 の 作 業 を 計 画 的 に 行 え る 体 制 づ く り と 法 人 所 有 資 源 の 活 用 が ポ  

イ ン ト と な る （ 表 ２ ） 。                  

   

 (2)  他 の 経 営 体 と の 連 携 に よ る 作 業 確 保  

   農 閑 期 に 農 業 を 行 う こ と が 難 し い 地 域 で は 、 就 業 者 が 他 の 経 営

体 へ 出 向 （ 在 籍 型 出 向 ） す る こ と で 農 閑 期 の 所 得 を 確 保 で き る 。  

   一 定 期 間 取 組 を 継 続 す る こ と や 、 事 前 に 就 業 者 の 意 向 を 確 認 す  

  る こ と が 必 要 。 出 向 先 は 、 法 人 の 事 業 や 仕 事 内 容 と 関 連 の あ る 業

  種 が 望 ま し い （ 図 ４ ） 。 在 籍 型 出 向 は 、 組 織 形 態 の 変 更 は 必 要 な

  く 、 派 遣 業 法 に 触 れ る こ と も な い 。   
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表２  就業者の副業自営農業  取組のポイントと留意点  

表１「農閑期の所得確保の活用意向」と「常時雇用の状況」の関係   
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図３  農閑期の所得確保の活用条件の整理  
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